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１０ 仮に、ＢとＣが婚姻中で、Ａ
がＣの戸籍に入っている場合

Ａと戸籍上の父であるＣとの間に利益が

相反するので、民法８２６条による特別代理

人を選任しなければなりません。

１１ 判決後の手続き

①判決は、後掲のとおりです。このあと

Ａはこの判決に基づいて、市町村役場へ行

き出生の届出をすることになります。

②子供が出生した後に、父母が婚姻し、

その婚姻中に認知をすれば、認知準正とな

ります（民法７８９条２項）。

③本件の場合は、認知準正の規定によっ

て嫡出子となるべき者については、父母が

嫡出子出生の届出をすれば、その届出は、

認知の届出の効力を有することになります

（戸籍法６２条）。

１２ 国籍取得の手続き

①本件の場合、Ａは、父に認知され、２０

歳未満で、日本国民であったことがなく、

出生したときに、認知した父が日本国民で

あったので、国籍取得の要件に該当してい

ることになると考えられます。（国籍法３

条）

②届け出先は、Ａの住所地を管轄する法

務局であります。Ａが海外にいるときは、

日本の大使館又は領事館となります。

１３ 国籍選択の届出

①Ａはフィリピン国籍を有する母親と日

本国籍を有する父親との間に生まれた子で

あるので、上記国籍の取得の届出により、

日本国籍とフィリピン国籍を有することに

なり、国籍を選択する手続きを取る必要性

がでてきました。

②Ａは、２０歳に達する以前に重国籍にな

りましたので、２２歳に達するまでに国籍選

択の届出をすることになります。

③そして、Ａの法定代理人である父母は、

フィリピン国籍を放棄し、日本国籍を選択

して、市町村役場へその旨の届け出をした

ことにより、Ａは日本国籍だけを取得する

ことになったのが本件の顛末です。

（もりや・あつし）

家 裁 判 決

【主 文】

１ 原告と被告との間に親子関係が存在しな

いことを確認する。

２ 訴訟費用は、原告の負担とする。

【事実及び理由】

第１ 請求

主文と同旨

第２ 事案の概要等

１ 事案の概要

本件は、原告が、被告に対し、原告と被

告との間に親子関係が存在しないことの確

認を求めた事案である。

２ 原告の主張

�原告の主張は、別紙�請求の原因�に記載
のとおりである。
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�よって、原告と被告との間には親子関係が
存在しないことが明らかである。

３ 被告の答弁

被告は、公示送達による呼出しを受けたが、

本件口頭弁論期日に出席しない。

第３ 当裁判所の判断

１ 原告と被告との親子関係の存否について

甲１、甲２の１ないし４、甲３の１、２、

甲４ないし１２、原告本人尋問の結果及び弁

論の全趣旨並びに本件記録によれば、別紙

�請求の原因�記載１ないし５の各事実が
認められるほか、原告の母であるＢ（国籍、

フイリピン共和国、以下�Ｂ�という。）
は、平成１８年４月□日、被告（日本国籍）

と婚姻したが、被告が、電気代金、ガス代

金、家賃を支払わなくなり、同年６月ころ、

被告から�面倒をみられない、別れてく
れ。�と言われ、Ｂと被告との夫婦関係は、
このころ、既に破綻していたこと、Ｂは、

同１８年１１月□日、被告と離婚し、以後、被

告と全く交流がないまま、現在に至ってい

ること、被告は、現在、所在不明であるこ

と、Ｂは、同１８年７月ころ、訴外Ｄと知り

合い、親密な交際を重ねるうちに原告を妊

娠し、同１９年５月□日、原告を出産したこ

と、Ｂと訴外Ｄは、同１８年１０月ころから、

同居生活を始め、同２０年１月□日に婚姻の

届出をし、原告住所地で原告を養育してい

ること、原告と訴外Ｄの父子確率は、ＤＮ

Ａ鑑定（甲２の１ないし４）の結果、９９．９９

パーセントと判定されたこと、Ｂは、原告

が夫である訴外Ｄの子であると確信してお

り、訴外Ｄも原告が自分の子であることを

認めていることが認められ、これを覆すに

足りる証拠はない。

上記認定事実によれば、原告は、日本に

住所を有しており、被告は、現在住居所不

明であるが、日本国籍を有していることに

照らすと、本件訴訟の国際裁判管轄権は、

日本にあると解するのが相当である。

法の適用に関する通則法２８条によれば、夫

婦の一方の本国法で子の出生の当時におけ

るものにより子が嫡出子となるべきときは、

その子は摘出子とされるところ、前記認定

事実によれば、Ｄと被告は、平成１８年６月

ころ、既に、夫婦関係が破綻していたうえ、

原告と訴外Ｄの父子確率は、ＤＮＡ鑑定の

結果、９９．９９パーセントと判定されたこと

に照らすと、原告と被告との間に父子関係

を否定する客観的かつ明白な事実が存在す

るので、原告は、民法７７２条の嫡出子の推

定を受けるものではないと解するのが相当

であり、また、フイリピン家族法１６６条に

よれば、�科学的に夫の子であり得ないこ
とが証明された場合�（同法１６６条�）には、
子の嫡出性は認められないと規定されてい

るところ、前記認定事実によれば、フイリ

ピン家族法１６６条�に該当することが認め
られるので、原告は、被告に対し、親子関

係不存在確認訴訟を提起できるところ、前

記認定事実に照らすと、原告が被告の子で

ないことは、明らかである。

２ 結論

よって、原告の本訴請求は、理由があるか

ら、これを認容し、主文のとおり判決する。

なお、訴訟費用の負担については、前記認定

の事実関係にかんがみ、原告の負担とするの

が相当である。
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請求の原因

１ 原告（平成１９年５月□日生）は、出生届

出未了であるが、原告の法定代理人親権者

母Ｂ（１９８１年７月□日生）（以下�Ｂ�と
いう）から生まれた子である。（甲第１号

証）

２ 原告の父親は、ＤＮＡ鑑定の結果による

と９９．９９％以上の確率で、訴外Ｄであるか

らして、原告は、Ｂと訴外Ｄ夫婦間の子で

ある。（甲第２号証）

なお、Ｂと訴外Ｄは、平成１８年１０月頃か

ら、Ｂの住所地でもある訴外Ｄの住民票の

所在地に同居し、平成２０年１月□日に婚姻

をした。（甲第３号証の１、２）（甲第４、

５号証）

３ Ｂと元夫である被告は、平成１８年１１月□

日に離婚届出をした。（甲第６、７号証）

原告は、上記の離婚届出後２０２日目に生

まれた子、つまり婚姻解消の日から３００日

以内の子である。（甲第１号証）

４ 原告は、このままの状態で、出生の届出

を横浜市□□区役所へ提出すると、被告の

子として、戸籍に記載される。

５ 原告は、被告との連絡が取れないので、

被告の住所を戸籍の附票及び住民票で調査

したところ、最後の住所地は平成１９年６月

□日不現住につき職権消除され、現在の住

所は、当事者目録記載のとおり（戸籍の附

票記載）の住所である。（甲第９、１０号証）

６ よって、原告は、出生の届出が未了の状

態であり、戸籍の記載を真実に符号せしめ

るため、被告に対し、原告と被告との間の

親子関係は存在しないことの確認を求める

ための本訴請求に及んだ。


